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�◎　

し
尿
汲
取
券
は
、
阿
久
比
町
し
尿
汲

取
券
取
扱
所
で
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◎　

汲
み
取
り
予
定
日
ま
で
に
、
し
尿
汲

取
券
の
印
欄
に
申
込
者
の
印
を
押
し
た

券
を
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
、
汲
み
取
り

作
業
終
了
後
、
汲
み
取
り
業
者
（
町
委

託
業
者
）
へ
渡
し
て
く
だ
さ
い
。

◎　

し
尿
汲
取
券
が
な
い
場
合
、
汲
み
取

り
を
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎　

し
尿
汲
み
取
り
は
、
現
金
で
の
支
払

い
は
で
き
ま
せ
ん
。
必
ず
し
尿
汲
取
券

を
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。

し
尿
汲
み
取
り
の
申
し
込
み
方

◎　

し
尿
汲
み
取
り
の
申
し
込
み
は
、
阿

久
比
町
し
尿
券
取
扱
所
へ
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

◎　

し
尿
汲
み
取
り
の
申
し
込
み
は
、
汲

み
取
り
を
希
望
す
る
予
定
日
の
二
日
前

ま
で
に
し
て
く
だ
さ
い
。

◎　

汲
み
取
り
予
定
日
に
は
、
必
ず
し
尿

汲
取
券
と
清
掃
用
の
水
（
バ
ケ
ツ
二
〜

三
杯
）
を
用
意
し
、
汲
み
取
り
口
と
通

路
は
作
業
の
し
や
す
い
よ
う
に
整
理
・

整
頓
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◎　

冠
婚
葬
祭
や
雨
水
が
入
る
な
ど
急
に

汲
み
取
り
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
は
、

直
接
環
境
衛
生
課
へ
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

環
境
衛
生
課

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
３
１
７
）

し
尿
汲
み
取
り
に
は
、

し
尿
汲
取
券
が
必
要
で
す

汲み取り地区汲み取り予定日汲み取り地区汲み取り予定日

草　木第１ 木・金曜日阿久比・椋　岡・矢　口
高　岡・　植　・大古根第１月・火・水曜日

横　松・萩・宮　津第２木・金曜日板　山・福　住・白　沢
坂　部・卯之山第２月・火・水曜日

草　木第３木・金曜日阿久比・椋　岡・矢　口
高　岡・　植　・大古根第３月・火・水曜日

横　松・萩・宮　津第４木・金曜日板　山・福　住・白　沢
坂　部・卯之山・阿久比団地第４月・火・水曜日

４月１日から、上記のとおりし尿汲み取り日を変更します。予定日のいずれかの日に伺います。汲
み取り予定日を確認して、し尿汲み取りの申し込みをしてください。

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
き
、
愛
知
県
知
事
に
産
業
廃
棄

物
処
理
施
設
の
設
置
許
可
申
請
が
あ
り
ま

し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
図
書
を
縦

覧
し
ま
す
。

　

こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
生
活
環
境
の

保
全
上
の
見
地
か
ら
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
細
は
縦
覧
場
所
で

尋
ね
て
く
だ
さ
い
。

□
申
請
者

　

豊
田
ケ
ミ
カ
ル
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株

式
会
社
代
表
取
締
役　

井
上
文
男

□
施
設
の
設
置
場
所

　

半
田
市
日
東
町
一
‐
三
〇

□
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
と
産
業

廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

　

汚
泥
、
廃
油
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、

燃
え
殻
、廃
酸
、廃
ア
ル
カ
リ
、紙
く
ず
、木

く
ず
、
繊
維
く
ず
、
動
植
物
性
残
さ
、
動

物
系
固
形
不
要
物
、
ゴ
ム
く
ず
、
金
属
く

ず
と
ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず

お
よ
び
陶
磁
器
く
ず
（
い
ず
れ
も
廃
ポ
リ

塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
な
ど
、
ポ
リ
塩
化
ビ

フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
お
よ
び
ポ
リ
塩
化
ビ

フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
を
除
く
）
の
焼
却
施
設
。

　

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
（
引
火
性
廃
油
、

腐
食
性
廃
酸
、
腐
食
性
廃
ア
ル
カ
リ
、
感

染
性
産
業
廃
棄
物
、
特
定
有
害
汚
泥
、
特

定
有
害
廃
油
、
特
定
有
害
廃
酸
お
よ
び
特

定
有
害
廃
ア
ル
カ
リ
）
の
焼
却
施
設
。

□
縦
覧
場
所

　

愛
知
県
環
境
部
廃
棄
物
対
策
課
（
四
月

一
日
以
降
は
、
愛
知
県
環
境
部
資
源
循
環

推
進
課
）、
愛
知
県
知
多
事
務
所
、
愛
知
県

西
三
河
事
務
所
、
阿
久
比
町
役
場
環
境
衛

生
課
ほ
か

□
縦
覧
期
間
と
時
間

　

三
月
三
日
（
金
）
か
ら
四
月
三
日
（
月
）

ま
で
の
午
前
九
時
半
か
ら
午
後
四
時
半
ま

で
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）。

□
意
見
書
の
提
出
期
間
と
提
出
先

　

提
出
期
間

　

三
月
三
日（
金
）か
ら
四
月
十
七
日（
月
）

ま
で
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）。

※　

郵
送
の
場
合
は
、
四
月
十
七
日（
月
）

ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け

付
け
ま
す
。

　

提
出
先

・
愛
知
県
環
境
部
廃
棄
物
対
策
課
（
四
月

一
日
以
降
は
、
愛
知
県
環
境
部
資
源
循

環
推
進
課
）

　

〒
４
６
０
‐
８
５
０
１

　

名
古
屋
市
中
区
三
の
丸
三
‐
一
‐
二

・
愛
知
県
知
多
事
務
所

　

〒
４
７
５
‐
８
５
０
１

　

半
田
市
出
口
町
一
‐
三
六

・
愛
知
県
西
三
河
事
務
所

　

〒
４
４
４
‐
８
５
５
１

　

岡
崎
市
明
大
寺
本
町
一
‐
四

□
問
い
合
わ
せ
先

　

愛
知
県
環
境
部
廃
棄
物
対
策
課

　

�
０
５
２（
９
６
１
）２
１
１
１

　

環
境
衛
生
課

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
３
１
７
）

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
（
汚
泥

等
の
焼
却
施
設
）
の
設
置
許
可

申
請
書
及
び
生
活
環
境
影
響
調

査
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

4月1日から、し尿汲み取り日が変わります 4月1日から、し尿汲み取り日が変わります 4月1日から、し尿汲み取り日が変わります 


